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長浜市長 浅見 宣義 様

防暴危機管理烏      (以 下Aと する)

1防
災危機警理烏      k:以十色とする)

嚇災危機管理局       (以 下 Cと する)

!私共は、ぃずれも長浜市防災危機管理局の職員と・して勤務しております。

今般、長浜市議会議員である押谷典茂嗣議員 (以下「押谷議員」といいます。)

から、当市が同議員から借りている土地の返還請求を受け、その過程で理不尽な請

求を受けた経過について、以下のとおり説明させていただきます。     1 1

1 押谷議員と当市との使用貸借契約について

(1)当 市は、押谷議員との間で平成19年 9月 lo日 付土地使用貸借契約 (以下

「本契約」といいますと):を締結し、同議員が所有する山林 (長浜市射野田丁学

大山109:9番 イ呆安林2479ポ)の下部 (205。 92ポー以下「本件土

地」といいます。)を、同土地に至る管理用道路 (約 38010ピー以下単に「道

路」といいます。)と共に借りています。本契約の大要は次のとおりです。

目 的 長浜市防災行政無線中継局として、回報系及び移動素防災待攻無練や

継局設備を設置するための用地及び管理用道路とすること。

賃料等 無料とする。たでし、設備の維持管理に必要な、貸主 (押谷議員)が

行う土地及び管理用道路の保全に要する経費は、毎年両者間で協議し

て、借主 (当 市)が負担する。

期 間 契約締結の日から2年とし、期間満了の1年前までに当事者の一方か

ら解約の通知をしないときは1期間満すの日から起算して更に2年間

更新されるものとし、以後:も 同様とする。

121 防災行疎無線に、市田丁村が「ナ也域防災識画」 (暴害封策基本法第42条に基
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づき作成されるもの)に基づき、地域における防災、応急救功、災害復旧に蘭

する業務に使用することを主な目的とし、併せて、平常時には一般行政事務に

使用できる無線局を意味します。本件土地に設置される同報系及び移動系防災

行政無線中継局設備は、改めて申すまでもなく、行政において必須の設備です。

なお、道路は中継局用地に通じていますが、押谷議員自身も山林管理用作業

道として使っているものです。この道路については、日常的な維持管理のため

の費用を長浜市が負担しています。1

私共は、本件土地に設置された中継局を「上草野中継局」と呼んでいますと

(9 契約後、道路の補修について当市と押谷議員との間で協議し、当市が負担金

を支出したことが2度ありますと

1度 目は、平成22年に、路面、路肩が崩れた箇所を補修するべく、当市と

押谷議員の間で協議を行い、押谷議員において 10分の7(当市において10
分の3を負担すること、押谷議員が滋賀県北部森林組合浅井専業所 (以下「森

林組合」といいます。
:)イこ発注し、当市負担分を同事業所に支払うことが合意

され (平成22年 4月 1日 付)、 工事完了後の同年 11月 25日 に、に当市が

80万円 (税別)を負担金として支払つています。

2度 目は、平成30年台風21号にょる被害の復旧のため、上記分担割合の

合意に基づき、復旧工事後の平成 31年 3月 13日 に、当市が14万 1600
円 (税別)を上記事業所に負担金として支払つています。 !

押:谷議景による設備の撤去要求と、その後の経過について

① 令和4年 9月 12日 (月 )午後 4時 54分 (押谷議員から当局に電話があり、

Bが対応しましたむ本件土地の契約書をファクシミリで送つてほしい、また、

明朝Aか ら電話がほしい旨の依頼で、Bは契約書を押谷議員の事務所ヘファク

シミリで送りました。

② 翌0月 13.日 (火 )、 Aと Bが押谷議員の事務所を訪れました (議員と庁外

で接触することは通達で禁じられていましたが、本件は契約当事者の立場とい

うことで訪聞しています:)。

a 押谷議員は、次の内容を話しました。        1
「作業道を整備するので中継局を撤去せよも 2ト ンダンプが通れるように道

2
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路を整備 したいが、中継局が邪魔なので。」

「中継局を撤去できないとい うなら、道路整備の費用を負担せよと 280万

円くらい。」  :    ｀

bl Aイま「現地を確認しないと何も言えない。現地を確認して連絡する。」旨

述べ、Bは 「技師に確認しないと費用がわからないきこと
｀
しましたと押谷議

員は現地を見に行くように言いました。
「

C 上記aにっぃて補足説明しますも

道路は (別紙図面に緑色で着色しています1)、 中継局の正面まで通らて

おり、そこから (下から登らてくると)左にクランクする形状になっていま

す。

押谷議景は、̀道路を中率睦局より先まで延長したド (かう、3ト ンダンプが

通れるにようにしたい)と 考えており、申継局が延長の邪魔になるので撤去

されたいとし、もし中継局の撤去ができないというなら、クランクのために

2ト ンダンプが通れない状況を解消すべく、
―
道路を中継局の少し手前から左

に広げてクランクをなくせ (その費用が280万円くらい)と 言つてきたの

です。1別紙図面の「ム」のような形にせよという趣旨です (以下「A案」と

いいます。)。          |          「

③ 翌 9月 14日 (水)の午後 1時に、A、 B、 cで現地に行ちて状況を確認しヽ

年後3時にBと Cが押谷議員の事務所を訪問しました。 !

ここで押谷議員は、前日と異なることを言い出しました。

内容は次のようなものでした。

「昨日は中継局の手前から声
_女備すると言つたが、路肩が危険なのでル‐プさせ

る (別紙図面の「B」 にあたるもの一以下「B案」といいます。)。 工事費

は1五あたり1～ 2万円と工事は、今林組合が手早する碁者にや狩せると〒
来週から工事を始める。雪が降るまで (11月 中に)工事を終えたいな」

「山頂の本材を搬出するための作業道を昨年から計画していた。」

「中継局を撤去できるなら撤去せよ。ただ、費用が 1億円以上かかるだろうЬ」

「作業道な
イ
ら2‐ 80万円～560万円。どつちが市にとって良いか、わかるだ

ろうbそ こまで考えて言ちている。」

Bは、「費用負担について、どのような対応ができるか即答しかねるので、



検討したうえで再度連絡させていただく。」とし、押谷議員は「わかった。工

事は再来週からかかるからき」旨述べました。     「

④ (録音※1) 翌9月 15日 (本)午前10時 11分(A、 B(Cが押谷議員

の事務所を訪聞しました。 9月 13日 ゅ話から全く異なり、しかも、既存の道

路と全く別の道をつけよ、さもなければ中継局を撤去せよという要求を、ヽ何と

か撤回してもらいたヤヽと考えていました。  .  I  
｀

Bから 「何とかこうちの、一番最初に先生からご提案いただいた案で。」と

言いまし̀たがヽ押谷議員は、 「わいもどうたらこうたら言うんやうたらど

けてくれ。」 1二 2 「もうどけ。来月中にどけいとえぇで。もうどけてくれ。」

としつっ、 「おまえら、わいはどけられへ
～
のをわかっているから言うて

るんじ式う。」と言 うのでした。 1-4 「どけれるものならどけてみ。簡単にどか

らんのがわかったつて言つてるんや、こっち、は。お前らふりわしの方がプロゃ。

調べ々るんやきちんと。Jと も言われました。

● Aから「いずれまたどけるとしても時間をいただきたぃ。」と言いましたが、

医コ「イ喜
～
なも

～
待ちてら今んてこっちは。手前らの勝手にいこかい。ただや

んかいや。」とし、 「11月 までにどけてくれい。ひと月まらたろほん。」

l-1

1,3

1-

と言いました。無料で貸しているのだからヽ 言えばすぐにどけろという趣旨で

すが、契約に基づいて使用しているわけですから、無茶な話です。Aから「う

ちもほうなると動かすのにちょっとどうしても時間がいるんでδ、はれだけはど

うかお願いしたいんですけど。」
「
と言うと、1-7 「わかつているとほな毎月 1

0万円ずつ違約金 とるぞ。」 とのことでした。

11S「ちゃうとこへ持って行つたらええやないか。おまえんとこ持って行け。

さいならもまた出直 してきて。はい。ごくろうはん。」と言われ、私たちは辞

去 しました。  _

⑥ 同日午後0時 4分、押谷議員から電話があり、Bが対応しましたと

押谷議員は、「副市長に伝えろと2つに1つ、どけるかリスクが少ない方が

ええやろと伝えろ。」とのことでした。

その約 1時間後の年後 1時 09分、再び押谷議員から電話があり(Bが対応)、

「中継局の移設に8～ 9億 くらいかかる.はず。移設先の問題もある。自分の責

任になるのは困る。ちょっと来い。」とのことでした。
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◎  (録音※2)そこで、さうそくA、 Bと Cが押谷議員の事務所を訪問しまし

た (午後 1時 25分)。       |
押谷議員は、中糸区局をどけるか、ループ道 (色 案)の費用負担をするかの2

1 キ尺であるとし、匹コ丁ぉ前これiざあっと聞いたったら( 10億はかからんけ
ど、S億か9億かかるつて、出すのに (撤去するのに、の意)」 「はんな銭あ

:ろ
かいや。」と言い、私共が「最初に議員が言われた道 (A案)でお願いした

い。移設するにしても時間がかかる。」旨言いましたが、躙  「So。 方 (ル

ープ道の設置に要する費用)と 8億とどっちが安いんけぇあほ。ばけてたらあ

かんでよ。」などとし、フレープ道の費用を市が負担しないなら中継局を撤去せ

よと言い続けました (初めは10月 までと良い、後に111月 としました。)。

押谷議員は四  「もうどけてくれよ。知らんぞЬ電源切ちてまうぞ。切つて

まうぞ、,本当に。」と言い、Aが 「それされると。また問題になつてしまう志」

と言います と、 「問題つて、こっちの言うこと聞かんど、お前ら。」とし、

またAが 「これなかうた ら、ほんま住民さん大変なことになる。」としたのに

対 し、 2-5 「知ろかいや住民のことは。わしが何でそこまでせんならんのや。」

としました。                       |
話の中で、Bから、手前から山側に拡張する (A案)のでなく、谷側 1(草野

,|1側)にずらす案 (別紙図面に「C」 と記載した内容)ではいかがですかと申

しましたが、 「そちらは自分の土地ではない。」として■蹴されました。

⑦ 上記⑥を終えて庁舎に戻つてまも なく (午後3時 47分)(再び押容議員か

ら電話があり、Bが封応しました。

押谷議員は、「防災無線の鉄塔は上草野のテ

`ビ
アンテナ組合が建てたもの。

そこに市が焉方災無線のアィテナをらけた。もともと鉄塔べ行くための管理用道

路があったから防災無線に活用できたことを言い忘れたとわかってるか。内容

証明出すからなど」旨の発言がありました。
｀

③ さらに5分後 (午後3時 52分)に再び押谷議員からBあてに電話があり、

Bが不在で午後3時 54分にかけ直しました。
｀
押谷議員は次のように話しまし

た:

,「最初に自分が言つたルエト (A案)は、森林組合が良くなぃとぃったのでや

め々 i森林組合がより良いルートだと言ちてきたσ)でそっち(B案)に した。」



「中継局は財産区からも5000万 円出して作つたもの。'ヽ自分イまお金を出して

いないが、道で協力してきた。そこを市が無償で使らてることを忘れたらあ

かん。 2つに1っ。早く選んでくれ。」 を ―

耳イま「A案でなんとか…」旨言いましたが、押谷議員は「あかん」というだけ

でした。_

⑨ ‐翌 9月 16日 (金)午前 9時 26分、押谷議員わ予ら電話があり、Bが対応し

ました。      i                    i 
｀

押谷議員は、「中継局を撤去するよう副市長に電話した。 1■月までに撤去

しろを」「本黒でやる気なら|■■B(業者)からェ程表をもいつて(自 分に

見せろ。」と言いました。       |    十 ■
I Bが 「2か月では厳しいです。最初の案 (A案)でお願いしたぃ。」旨言い

ましたが、押谷議員lま 「あのル‐卜はだめ。なんぼかかるかわからないょコン

クリエトを打たないといけない1」 と́言い、Bが 「1五あたり■～2万円と教

えてもららた。」旨を言うと、押谷議員は「コンクリ●ホを打てばもつとかか

る、木材9補償もある (本材を伐採するのでその補償ももらうとの趣旨。)と

ちなみに、いくらで見積もつているのか。上士尋ね、Bが 「不勉強のため、コ

ンクリ‐卜を打つてlmあたり1～ 2万円だと思つていた。」と伝えますと、

押谷議員はヽ「中継局をどけろ。へ)コ プタ‐使ってどけろ。委員会はみてろ

よ。兵糧攻めだ。」と言らて電話を切りました。     ,
⑩ 9月 20日 (火)午前 9時

｀
47分、押谷議員|から電話がありました(B対応)。

「10月 までに返事をすることも撤去かループ道整備 (B案)かも当初案 (A

案)はだめ。木材を切るのもダメ。」とのことでした。

① 同日午後、元防災危機管理局長の     から、中継局の設置に至った経

過について説明を受けました (上記⑦の発言を受けて謀明をお願いしたもので

す。)。 内容は次のようなものでした (「地元」は、「上草野」を指します。)Ь

:「上草野中継局 (テ レビ中継局)´は(浅井町時代に難視聴地域解消のため整備

されたもの志」

「地元がNHKに中糸匹局の設置をH莫願し、NHKが押谷議員の山にNHK専用

中糸匹局を設置した。」

「地元は民放4局にも中継局設置をH莫願したが、民放は設置を拒否し、「上草

-6二



野財産区」が事業主体とならて、難視聴解坤施設整備事業 (国の事業のよう

な話でした)に取り組んだらしい。財産区が5000万 円負担したらしい。」

「浅井町長,ど押谷議員の間で契約書が作成されているЬ I

(確認したところミ平成 11年 6月 10日 付で、‐浅井げ長と押谷議員との問

で「浅井4車野テレビ中継局土地賃貸借契約書」カミ作成されていま―した。賃

:料は無償。 2年間の自動更新)」

「その後、
~ケ

=ブ
ァレテレビが普及し、平成17年度にはテ,レ ビ中継局としてσ)

役割が終了し、他方、向年度に浅井町が同報系防災行政無線を整備するにあ

たりヽ 上記テレビ中継局の鉄塔と局舎を利用することにならた。」

「その後、浅井田丁が長浜市と合併し (平成 18年 2月 i3日 )(長浜市におい

て1防峯行政箸繰σ)中継局として利用するべく(上記 1位 )の契約が締結され

たと」      |                       '

・以上?キ うな内容でした。

⑫
―
同日:年

後3時 55‐分、市議会の総務教育常任委員会で当局が謀明 行々つた後、
1

会派雄室

`、

押谷議員と話をしました (A、 B、 C)。
.    :

押谷議員は F撤去かルァプ道だ。」と言うばからで、Aか ら

'何

どかA箕お」

と言うたのに対し(押谷議員は、「話になら″b ll月 から手事にかかるかぃ

それまでに撤去しろ。それが無理なら年に100万もらう|でを出せるのかも」

というものでしたさ       :     _
Aは 「撤去するにも時間―がかかります。 11月 は1無理です芯」と言つたとこ

ろ、押谷議員は|「何をか自分らで考えろ。これまで協力しているんだからこれ

以上譲歩する必要はない。目J市長を呼ぶから!相談■ろ。」といって退席しまし

た。                   `   |
しばらくして副市長が会派粋事に来て (押谷議員から呼ばれて)、 Bから副

市長に、これまでの概要を説明しました。             ｀

年後 5時 19分に神谷議員か ら電話があり (Bが対応 )、 「副市長iと 話 した

か。どうだらた。」ということでした。時間があ
=り

なく十分に話甘なかった フ
ので明́日改めて講をしますと言うと、「わからた。

イ
」と言つて電話が切れまし

たと     |_  ●     ■―  |
⑬ 翌9月 21日 (水 )の年前11時40分に押谷議員から電話がありました (B
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・
が対応)。

「矢日り合い喧   (碁近畿総合通信局職員 とのこと)に聞いたら、中継局の変

更は国が簡単に許可 しないと言つていた。中継局は簡単に撤去できないことを

副市長に伝えろ。昼一番に電話 してこい。」 とのことで した。

年後 0時(20分く冨∬市長に上記の内容を伝えました。副市長から「B案では

なくA案でお願いしたいと伝えるようにも」との指示でした。     「

午後 1時にBから押谷議員に電話し、1副市長の指示による内容を伝えると、

「110月 までに撤去しろを」と言つて電話が切れました。       !
中継局の変更が簡単にできないことをわかっていながら無理難題を押しつけ

る態度に、困惑するばかりでした。  ~
⑭ 同日午後 2時ころ、押谷議員からBにヽ「今回のことで相訟したい。Bl人

で事務所に来るように。」との電話が入りました。       i
、 Bが 1人で、年後 4時に事務所に行きました。

押谷議員は、「A案で良い。ただし、門扉から先の維持管理道路が傷んでい

る箇所の修繕を市が負担すること。A案で道!路を付けるために木材を伐採する

分について補償すること。」旨を述べ、「これまで無償で協力してきたことを

忘れてはいけない。中継局を撤去する費用と道を作る費用とどっちが良いかわ

かるだろう。」と繰 り返しました。

Bイま「副市長(局長に報告しますも具体のことについては後日現場を確認 し

なが̀ら 協議をお願いしたい。」旨を述べて辞去しましたと

帰庁してAに報告し、A、 Bで冨1市長に報告しました。理屈が立つA案にな

ったことは良い、同案で進めるようにとの指示でした。

〇 輩 9月 22日 (木)年後 1時 20分に押谷議員から「年後 3時 30分に事歩

所に来い。」との電話がありゞ (録音※3)午後 3時 30分にBと Cが同議員

の事務所を訪問しました。

1当方から図面を見せ、「どとからどこまでを想定しているでしょうか。」
―
等

と尋ね、図面を見ながらの問答が行われました。

当市ができる負担の内容について、Cが 「うちができるのは300万か40
0万かな。」と言つたところ、囲  「しヽらん。話になら

～
。」と言い、匠詞「何

が 300、 はんなん言うなら帰うてくれ。」などと言い、囲  「390万くら
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いでアホか。そんなもん出来ふかぃ。」などと言われました。

当方か らC 「反紺にここの金額を出してくれはって」というと、囲  「7、 8

00は絶対要るぞこんなもん」 と言いて見積妻は囲  「業者に頼む。森林組合が

頼む業者やで」と言いましたも当方 「とりあえず見積りを見さしてもら

つてJと述ドました。また、改めて現地確認をしたい旨を言い、9月 26日 午

前 10時として調整しました。

⑩ 翌 9月 23白 (金)Iの午前ュ0時 30分
|こ
(押谷議員分ら「事務所に来い」

との電話があり、年前il l時 45分、Bが同議員の事務所を訪問しました。

押谷議員は、「俺は協力している。昨日聞いた309万円など全然ダメだ。

市は拡幅する道の整備にどこまで予算があるのか。こちらは100o万円くら

いあると思っている。どうや。」と言いました。            ,
Bイま「防衆予算は300万円で、これは道の修繕のたゆの負担金とするか、

;

拡幅工事に充てる.か、内部で検討します。」と答えました。

押谷議員は「伐採する木材の補償も必要になiる 。100万円は必要。」とし、
「木材の補償はします。これも含んで鼻積書をお願ドしますと」旨答えました。:

押谷議員は、「11月 には二事に入る。」と言い、「費用は森林組合に前金

で30%払 うことき」旨を述ド、Bは、前金払いができるかについては(持ち

帰って協議する旨(答 えましたと

9月 26日 に現地で確認しようということで、辞去しました。 ,|
0 9月 26:日 (月 )の年前 11時 lo分に押谷議員から弓に電話がありました。

そのときは不在で、年前■1時 48分にBから電話してヽ「年後 1時 30分に

現地確認をお願いしたしヽ」と言い、押谷議員は了解とされましたが、年後0時

30分に|「年後1時 30分がダメになったЬ午後 3時 30分にならないか。」

という電話がありましたbこ の時刻はBが来客のため難しく、現地確認は翌日

にして、時刻は改めて電話で調整することになりましたb

⑬ ところが、その約 3時間後、押谷議員は、これまでのて流れを覆す内容で連絡

してきましたと以下のとおりです。          ■

同日 (9月 26日 )午後3時 12分、押谷議員はBに電話してきて、次のよ

うに言つてきました。   i
「自宅横の畑の税金が年5000円 で高ャヽ。よく考えたが、これまでの話はな
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かうたことにする√ 11月 までにどけてほしぃ。どけられなかつたら罰金や。

えきまちに不要な金を使ってるくらいだから金はあるだろう。10%か 20%く

まとまったお金を示せ。どけるときはベリコプターでやれ。 17年間無償でや

つてきたんやЬ午後4時に事務所に来い。」

Bテは年後4時は来客があるので午後4時 30分にと言い、押谷議員はわかっ

たと言つたのですが、A、 B、 Cで事務所を訪れると (午後4時 40分になり

ました。)、 押谷議員は不在でした。.      |
⑩ 翌 9月 27日 (火 )、 午前8時 38分にBから押谷議員に電話し、昨日お会

いできなかったことをお詫びし、本日の予定を確認したところ、「どけてくれ

れば良い。議会終了後に話をしよう。」と言われ、議会終了後の年後0時 4o
分から、A、 B(Cで、市庁答東館2階で話をしました。

押谷議員は、「どけてほしい。 17年間無償で協力してきたЬ市から何か提

案してほしい。例えばお金で。移転に8億かかる漆ら10%の 80.6o芳円と

、かと」と言い、Bが 「使用貸借契約を有償にして…」と言いかけると(、 押谷議

員は「たいした金額にならないから((新たなう契約はないも冨1市長に報告し

ておくように。もう話はしない。どけてくれたらいい。J旨述べました。|

Aは 「副市長に報告します。」としました。           '
年後4時に、A、 B、 Cで副市長に上記の内容を(土地に関するこれまでの

多契約の経過等と共に報告しました。また、Aか ら「首と接お金の話をされるよう

になりました。」と報告しました。|

⑩ 翌 9月 28日 (水)年前 9時 05分にBから押谷議員に電話_しましたё

押谷議員は「副市長に報告したか志どう言つていたか。」と問い、こは「工

事費を出して協議をするようにとのことでした。」―旨答えました。押谷議員は

「10月 15日 までに金額を出すように。」と言い、Bは 「わかりました。」

と言いました。            i
■午後 0時に押谷議員からBに電話があり、その際Bが不在で、電話がほしい

との伝言がありました。年後 1時 26分にBか ら押谷議員に電話しました。押

谷議員は、ヽ「8000万 円がMAX。 それ以上はない,」 と言い、Bは 「当初

案の道路改修で設計して金額を出しますので協議をお願いします:また日程調

整させて下さいЬ」と言いました5
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④ 翌 9月 29日 (木)午後 3時 39分に、Cか ら、森林紅合σれ に、道路

の改修と修繕の見積もりを依頼しました。積算に 1週間ほしいとされ、 19月

7日 |ま でに出してもらうことになりましたと              
―

② 翌9月 30:日 (金)午前10時 2‐0分にBから押谷議員に電話をし、設計を

するための現地確認に山に入る旨を連絡した後、午前 11時 lo分、現地に赴
′き(道路の損傷個所と、改修場所の幅、延長、勾配等を確認しました。

④ 10月 7日 (金)1こ、森林組合蜀■■■が見積書 (補修と改修)を持参され、

説明を受けました。             i
② 同日午後 3時 30分から、副市長とA(B、 Cにて協議を行いました。Cか

ら道路にかかる設計及び金額 (4919万円余)を説明しま
すした。

Aか ら、当局の対応方針としてヽ

… 中継局の移設は時間と費用がかかるため、,道路E女修で対応したぃ。

・費用は多額になるので令和 5年度予算で対応 (新年度に予算要求する〉
/    ・

・押谷議員が受け入れないとした場合は持ち帰る。  う .

以上を報告しました。

⑮ 10月 13日 (木)午前10時 36分にBか ら押谷議員に電話し、本日午後

3時に協議に伺いたいとしました。押谷議員は「中継局を移設してもらえば良

い。それ以外なら魂がこもつたものじゃないと話を聞かないb」 と言い、「市

長は知ちてヤヽるのわ北 」と尋ねました。「副市長と話をしていますb」 という

と、「わかつた。午後2時 30分に。」ということでした。

(録音※4)同 日午後2時 30分、A、 B、 Cが押谷議員の事務所を訪FH日 しま

した。         |
案を持参したとして、図面を見てもらいながら作業場所の内容を説明したと

ころ、 Fぃ くらかかるのか。」と聞かれ、Cから ,「金額はちょうと。」と

言ぃ (他者との幸契̂約事項になるので金額を知らせることは控えました。)、 A
から「金額が大きいので。新年度予算を要求して市発注を考えています。」と

言ったところ、押谷議員は、 「ほれまでわしが黙っとんのか。あほしゃべ

つてなく帰れ、ええで。帰れ。」とし、Aが Fほゃけど、お金 (予算のこと)

がないんです。」というと、押谷議員は、!「ないのはええ。ええで。どけたら

ええど」とし、匹コ
「今まで送惑かけてますと、はっきり言うておたくの要望
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にお応えできません。とりあえず、いろんな今までのこともあれやさかい言う

て、例えばやで(500な ら500渡しますと、森林組合にしてもらうんやか

ら、そこに出してくれたらいいんや。森林組合にしてもらうんやから。ほれ力|

ら来年きちんとしてもらう話やち
・
たらええけど、ほなもん今まで面倒かけてほ

つといてやな、来年まで待ててはんな話はないがな。どけたらええて。ほうい

うやゲとりすんのはわし十分したて。」とも言われましたもまた、道路の修繕

について、合意書に基づいて押谷議員が7割を負担したことを持ち出し、
「前の分の7割持つた分り、先に補填せえや。それからや。」とも言い出しま

したЬ   
′    i

押谷議員は中継戸を□  「今月中にはどけてくれよ。どtする農取りしてくれよ。どけ

られんのはわかるけど、今月中に段取りしてくれ頼む。」 「物理的にどけられん

ことはわかつたるさかいど」

撤去せえよ。」としましたと

ないですよね。」と
′
言うと、

た。       |
また、次のようにも言りました。

「例えばやぞ。わしはかせって言つてるんとちゃうぞb断らとくけど。8

000万。あの-8-億か1.0億かかるんやったら、ほんならおまんらその分残

したぃんなら、なんぼはんなら出すんやって話になるに決まったるがな。どう

よ。民間であろうが、公共であろうが二緒の話やろが。どうち取るやい。安い

方取るやろ。ちゃ
―
うんかい。ここまでわしが言いたくないけど、lよんで、ま、

どけてもろたらえんやけ:ど。銭金言うてるんとちゃうんや:」   .
′また、この四にアネレチック施設を作る計画があるようで、      と

いうところが設計書を書いているとし、このことにういて次のように言いまし

た。          |            :
「下にキャンプ場も作る言うとるして集客もあるで>しよかと前から思て

たんや。よう考えて、こないだ2回来てもろたんやで。ほんま嘘ちゃうんやで

きさく|■ ?で苧Wら。
｀
来はったん、たまたまちゃうで。わざわざう

ちに来てもらって今設計書いてもらっているんやで。
イほしたら5000万かか

るうて言うてやるんや。500o万。それはまあこれから交渉やけどとでてぉ

と言いながら、「その道は使こてもらえん::全部

Bが 「ヘリコプタエをチャエタ●しなければいけ

「8090万円かかる。単くつれやれを」と答えまし
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れはお前んとこがここを使いたいらて言うんなら縮小せなしょうがないつな。

もちろん識画をなど例えばの話やで。わかる、言うてる意味。はれは考えたっ

てもええけども、おおきにごちそうさんではあかんであて言うてるんやって。

ほやろ、わかる? C君わかるかい。どう。」    ′      ′

匠コ「規模を縮小するということは、ぃろんな面でこつちが,スクを負うんや
から、ほの補填は当然、おまんとこにしてもらわなしょうがないやろЬ誰もし

てくれんもちやうんか。ほうやろ。ちゃうんけ。言うてる意味わかってくれた。」

「ほんなんもんいくらでも出し方あるがな。市会議員みなアホばっかやが

な、わかったるがな。どうにでもなるがな。お前ら上手に流用するしやで:い
デくらでもやり方教えたろはん。アホの市会議員ばちかやな。ひとっもわかつと

らんがな。なめとるさかいと」             . ,
④ 10月 14日 (金)午後 3時 3oノガ＼、押谷議員から電話がありました (Bが

紺応)を

同議員は次のように言いました。

「副市長と話をした。報告したのかも」    :
「これまでのことをどう考えているのか。道略改修の話をする前に、まず過去

の7害Ⅲ車挙った分 (上記1(9?‐遣路改修を指します。)を、300万だかう
00万円だかわからないが、渡して話を進あるのか筋じゃないか。まずイよ森

‐ 林組合にその分を渡して道を直すとかi金をくれと言ってるのではない」
「

「こちらが譲歩案を提案しているところを、市の都合 (A案を指します。)を

1士也権者が全て飲むのは違う6市の方が、こちらの提案 (B案を指します:)

をまず蹴った。そして、市は自分 (押谷議員)の木を切らせて道を整備する

という。金額も言わない。だから自分は図面も見なかった。」

f中継局をどけること。今月
・
中にどける工程を出すこと。ただし、道は一切使

わせない。」
!「借地料をもらつてもわずか4、 5万円。そんな金額はいらない。」

「中継局をどけるめは9割無連と言つているも 10割とは言つてないが。」

Bは、「昨日(道路改修でお願いしたいことをお伝えしました。これまで土

地を無償でお借りしていたことは感謝学ていますも今後はお借りするための費

1用 をお支払いするのも協議のすっかと。Jと 言つたのですが、「今月中に中継

4・ lC
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局撤去のスケジュールを出せ。」と言つて富話は切れました。 _

② 10月 17日 (月 )の年後6時 26分、押谷議員からBに電話がありましたど

Bは休暇で不在でしたが、市役所からの連絡を受けて、 10分後 (年後6時 3

6分)に同議員に電話をしました。「副市長に話をしておぃたと」とし、また
「今月中にどけるスケジュ■ルを出せよ。」と言い、Bが 「業者に確認が必要

で日程の調整中です。中継局を撤―去できるかどうか確認後に次のステップヘと

考えていますj」 と答えましたよ押谷議員は再び、「今月中にスケジュールを

出すこと。頼んだぞ。」と言つて電話が切れましたも

切らた途端に(年後7時 101分)に苺びBの携帯電話に電話が入りました。
.内

容は10月 13日 、14泊 に聞ぃた話と同じようなもので、さらに、次のよう

な話がありました。   、

「どけるのに4か月も5か月もかかoと 因る。    ⑮にも出てきた野外ア｀

スレチックの企画運営会社)に見てもららていて作業を進めていると二度2

0日 1と現場を見に来るといヤ`。)

「中継局をどけるには大金が必要。議会の承認もいる。議会が通るか?」

「最初に作うた,時にタダで協力した。道は自分が作った。その補修も7割負担

した。そしてタダで貸している。もうタダで貸すことは終わり。」
「 (中継局をどける)大金が出せないなら、まずこれまでの気持ちを表さない

といけなぃことを提案している。その提案を受けるのなら中継局の土地を使

わせてもいい。こちらは無理を言ってるわけではない。出せる分を森林組合

に出して作業をさせるとかいろいろb」         :    〒

Bはヽこれまで無債お使わせてもらったことにういて感謝の意を伝え、押谷

議員は再び「スケジユールの提出を頼んだぞど」と言ちて電話を切りました。

④ 10月 20日 (木)午前11時ころ、議会事務局     |ら 學に、押谷

議員がお呼びである旨の電話があり、Bは議会事務局に行きました。   ,
押谷議員から、                  i,

「11月 7日 に妙高市に総務教育常任委員会で視察に行く。そのときに、 (同

市から11月 2日 に寄贈を受ける予定の)雪椿を植えた写真を持って行くの

が人のいや。準備すること。」 「   :            、

「中継局もどける準備をするように。」   「      ‐     ,

-14-



以上の話がありました。

⑩ この日の午後 5時 54分ころ、市庁舎内の総務教育常任委員会室東出日前廊

下で、押谷議員は、長浜市議会総務教育常任委員会を途中退席した際、廊下に

いた副市長に姑し、突然、「覚えておけよ。徹底してやるぞ、わりゃ !」 「わ

かつたるやろな、あれはてどけよいょ早いこと !」 などと言いながら、副市長

の背広の左神部に右手をかけてつかみ続けるという暴力事件を起こしました。
′

① 翌10月 21日 (金)の年後 2時ころ、押谷議員からBに電話があり!ま した。

「中継局の撤去、今月中にスケジュ‐ルを出せよ。業者と話はしたか。」との

ことで、Bは 「撤去は上席|と 本目談.して。 (業者)は下度話 し

てお り、

した。

(業者)はまだで、日程調整中です。」と話しま

① 10月 24日 (月 )午前11時ころにも、:才甲谷議員からBに電話がありまし

た。珠のような発言があ!り ました。

「中継局をどけること。スケジュ=ル提出は今月中、あと1週間にならた1月

末は忙しいから今週末には持ってくること。」     _
「妙高市へ、雪椿を11月 2日 の11時に来るように伝えた。市の代わりに昼

食を:一緒にするので、請求書を局長に回すからな。写真の準備はしている

.な。」   |     「                    ィ

Bは次のように答えています。  i
「スケジユール承知しましたと請求書の件は局長に伝えます。■   i
「写真は持参できるよう都市計画課と準備しています。」

① 上記⑩の暴力事件が発生し、副市長が押谷議員を告訴したこともあり、当市

としては、本件について押谷議員との間で任意協議を継続することは困難と判

断し、本件の対応を弁護士に委任する|と に.しました。 10月 31日 に

“
日謀長から押谷議員に、本件については今後弁護士が対応する旨を伝え、弁護

士から押谷議員に、 11月 2日 付 (11月 5日 到達)の書面で、弁護士から、
。今後、本件にっいては弁護士が対応する。

・当市は、契約の終了 (令和 7年 9月 ■0日 )まで本件土地及び道路を使用す

る権利を有しており、「中継局をどけろ。今月中 (令和4年 10月 中)にネ

ケジュ‐″を提出せよ。」との申し入れには応じかねることを―
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・契約期間中、本件土地及び道路の使用を妨げることとなる二切め行為をされ

ないようにしていただきたい。      i 、         :
以上の旨を通知していると聞いています。        |
その後、押谷議員から、弁護士には一切の連絡はされていないとのことです。

本件の経過は以上Qた おりです。

3: 使用貸借契約において使用貸借の期間を定めたときは、当該契約はその期間が

満了することにより終了し、ケ期間が満了ずるまでに貸主が返還を求めることはで

きません (民法第597条 1項)も・また、本契約は令和5年 9月 10白 (正確に

は同月9日 の経過)をもつて期間満了となりますが、期即満了の1年前までに押

谷議員から契約を更新しない旨の意思泰不は行われていない?で、碧約は苔rら に

2年更新され、令和:7年 9月 F10日 (=確には同年 9月 9日 の経過)ま で存続す

ることになります。                   '  、

したがらて、押谷議員が、契約期間中にもかかわらず「中糸匹局を撤去せよ」と

要求することは、そもそも法的に正当なものでありません。

ところが、押谷議員は、契約に反して、撤去が困難なことを承知していながら

中継局の撤去を求め、撤去ができなしヽなぃと、計画している事業の縮小による損

害の補填をlよのあかし、ぁる.い は、合意に基づいて押谷議員が負担した道路の補

修費相当額を渡すめが筋ではないかなどとして、私共を困惑させらっ金銭の支払

を持ち出すなど、理不尽という他ない要求を行ったもので、私共としても到底納

得いくものではありません。ヽ議会での質問等を1ュ のめかしながら自らの利益を求

める態度は、議員としてあってはならないことだど思います。     :

令和
!5年

3月 4日



ヽ

ｋ
ｔ
、
■

‐竹車“け，卜・

i

↑
・
ｔ

К
ｔ

ヽ

ヽ

ｒ
、

　
ど
ゝ
、
、

―
、
＝
ヽ

ゝ

―
■
、
、
．

１ ‐
・
、

、
、

4

|

|ョ

|

|

ト
ー
‐
常坤
π
Щ
，

f

i

f

31′4鮨囲碕

1/7E0

0

17-

20盟年10月 28日 ユG時28分



局 長 副局長
昌J局 長
代理 係 長 合  議 担  当

案  件 同報系防災行政無線上草野中継局土地貸借契約に係る申出について

日 時 下記の とお り

場  所 下記めとおり

相手方 地権者 :押谷果茂嗣氏 (野瀬町 )

当 方 防災危機管理局

9/12(月 )16:54 地権者より入電ど

押)上章野中継局主地貸借契約書をFAxす るよう依頼。
|     ●  また、明朝    へ架電―依頼1   ■
|   ― ■)了 1男1添契約書 を FttX送信。         |

9/19(火 )11:00 地権者事務所を訪問。             ′

押)作業連を整備するので中継局を撤去すること。.    2tゲ
ンフiが通行できる道を整備したいが中継局が邪魔なためと

中継局を撤去で:き なぃ場合(無償で土地を負しているのお、市で
作業道整備の費用を負担すること。280´万由くらぃ。

‐ I乳璽讃歪羅蟹書
韓嘩わ  聴

導のポンチ絵を地権者氏が作画。ル下卜はヽ

・ :中継局のタランクを避lす るたあⅢ中継局手前から作業遣をっけな

a)1現士也を確繋 しないどにとも言えない。現地確認 して連絡する。

al技師に確認しないと費用
.が

わからない。_
押)I見地を見に行くこと。技自下なら道路河川謀:

0)声をかける。       |     |

9/14(水)13100

15:00

現地確認

“

),

地権者事務所を訪間Ь IIIllll,)

Di現土也確認じ随分準備が進んでいると患われるσ
※図面でル■ 卜を確認する。

押)山頂のポ材を搬出するための作業道を昨年から計画。昨日は中継

局手前か ら整備すると えたが路肩が1危
I父なのでルニプさせる七

協議メモ
防災危機管理局

二18二



9/15(木 )12:04

13109

15147

15:52

15:54

16:30～ 16:50

1,2万円/mi9手事は|、 森林組合が手酉己する業者で、再来週から
工事を始める。雪が降るまで (11月 中)に工事を終えたい。
中組局を撤去できるなら撤去してきャただ費用が市億円以上がかる
だろうよ作業道な.:ら 280～ 560万円。どっちが市にとっていいか

わかるだろう。孝手ま恙考えを伝えている。生牟呵;506万円も彦
動系防災無線に使っているの.が いけない。誰も使つていないもあ

を言いて!お いていヽいのかを導入当初(H18?)か ら甚だ疑間を呈tて
| きたが、市は話を聞かなかったも

D頻繁ヽ :聟
っていなし)が1移議系

｀
防災行政集森は必妻なとの。|

習子
:藝

露査亀層雹奮二1吾 it9怠毒照採募ζぽIttti羞穂:きかねる
と ので、検討して再度連絡させていただく。 | ―  ‐

押)了:=事
`キ

苺来週らヽらかか:る から。        _

地権煮々 ゎヽ:八弓。     ―  ,i ll     ■1    ‐
押)副市長今兄うに1づ。どけ

′
るかリスクが少ない方がよいやろと伝

|え 0手 と。  |   ■   li f  :         ｀

1地権者から入竜。    f  lf―  |          |
押)中継局:移設に8～ 9億 くらいを移設先の問題もあると自分の責任に

な―る手とは困るbち ょちと来,ェギ ,  |.     |
.群薪繋噺輩軽募現r家,と:を言ふ葎宗義ォ|
D市が提案した道で

!お

願t｀ したぃ。移設毛時間がかかると
押)?択だ。             ド  .  !
地権者から入竜i i‐

 ―    i
子市)佛災柔森|よ芋レヒヽヽランチチ組答が建|て た。そこに市が防災無線を

|
つ||す と々もともと,道があつたから防楽無線に活用できたことを言

|い忘れたと|わかっている力(。 い容註日月出すからな。―    i
l士也権著|々 ら`本竜ど日■1不在のたあかけなおす | :      Ⅲ

:

地権者べ架電。  '    '     :
押)最初に1自 分が言うたルートは森林組合がNGと 言つたから考え直

した|イよりよい″二
Ⅲを森林組合が提未し,た のでそっちにした::

:  あの中継局は財産区からも5090万甲半して作うたものを―私はお
金は出していないがt道て協力じてきた。ぞとを市が無償

`―

使ち

|あて雇瑞ξ戸4:'PT牛 :FF!F下耳:下
(41

常鶉:‐エエil― ■‐ |
2



9/16(全 )9:26 地榛者より入電。

押)中継局を撤去するように副市長へ電話し|た。11月 までにすること。
本気冬ゃな気なら    に主程表をもらうセ見せるととき‐

a)2か月では厳しい。1市が提案してぃるルートでお願いしたいと
押)あのルエトはダメ。なんばかかるかわかならいとCoを うたないと。
alL=1～ 2万 と教えてもらったと20o万だとL圭 20市

押)06打つともっとかかると木材の補償もあるとちなみにいくらで見
積もつていると   ・ l  i l f   !

al不勉強のため Coで :い 1～乏万1思つてしヽたよ1本本オも補償|ゴ必然。
押)中継局をどけること。、ヘリコプタ■使うてどけろ。委員会は見て

いるよ。兵糧攻めだ。  i ~|  
―  |

9/20(ぅk)

9:47～ 9:52

地権者より入電も          |   . '   !
寸甲)19月 までに返事々すること。撤去 oF地権者提案道整備。:   11

市撮案導はダメ。木材を切ることもダメ。 :

"災

危攣管理帰カウラタと1こ て1     (前防乗危機管理局長)

より1専野中禅局の経得を警
.認どヽ地矛〒上草野  ■ '

山)上草野中継局は、浅井町時代に難視聴地域解消のため整備。

r講馳睦荒程忌逮緊葉端抱処牌
設F脊特 .

・地元が民放 4局

^中
継局設置を口実厳 した結果、民放は設置拒苔卜、

f

if上草野財産邸」が事業主体となちて難視聴解,肖施設整備事業(国

i事 業|?)に 取 り組

～

ぞらし,(。 財産区が i990万円負担 した、らしぃを(Hll:6.10浅
井上草野手レヒ・申継月土地貸黛借架箱書二締結

■【貸主:押谷奥歳嗣(借華1浅井町長】:     :
‐【賃料 1無侵て契約 i2年

,自
1動車秦斤】1  1     1

・ZTV(ケーフ・Jレテレビ)が浅井貯域に普:疲  i  l  l  
―  i ′

・デレビ中禅局の律目:終了 (NHK tキ:散本
―.暴林 4_局 1撒去η)

i浅井口丁防災行政無線業務に着手P同報系を添加。
,J19.2‐ 13二 1.市 2町合併    | l i  l     ! |

‐′`・長浜請同報系防災待故蕪繰ltと着手。向報系を沫加    ′
i

H19.9i10土地使用貸借契約善と締結 ,  I    i
【土地戸

~斤

有者(申 )】 :神谷真茂誼、借

=t長
浜千葉(2)】  |

|:【賃料r無償/設備を設置するための用地及び管理用道路あ保杢に
II婁する経費は毎年申之協議して乙か負違b実為 i2年自動童幸斤】

:

嘩 月蝋 務攀 常俵 鋤 囃

I令 今fl言 F下甲融 :||二:■権者∫          111
神)2択(中継局を撤去or林達整備〉だ。 | :   :

13:45か▼1.3:55

した道市 は最初 お聞 き い したとし
^Ь

3
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17119

9/21(水 )

11:40～ 11:45

13:17～ 13:20

14:00こ ろ

16100～ 16:15

押)話にならん。撤去。11月 からI事着手するのでそれまでに撤去を。

それが無理なら 100万 /年もらうぞ、出せるのかЬ

O撤去するにも一定時間がかかるので 11月 は無理を

押)何 とか自分らで考えること。これまでから協力しているからこれ

雰上譲歩する必要はないも副市長を呼ぶから相談すること。
一地権者退席‐      ― i

※副市長iが会派控室に到着:i

田胆 択の話を説明し全員退席志   :
地権者より入電。 .
押)副市長と話をしたか。どうだうた。

●l時間が無かったので十分話はできなかった。明日話をする。

押)亨

:地権者より入電。 ―     f           i
押)‐が移動糸から2023に撤退することを知っているか。

テレビ時代め知り合い :    .(元近畿総合通信局,職員)に聞
|い たところ、簡単に申継局の変更とか国が許可しないと言つてい

た。中継局は簡単に撤去することはできないことを副市長今伝え
ることど昼一番に架電すること。

働 了。           :|
副市長へ地権者の意見を

―
伝えると F            ―

副)地権者が提案 しているルニ トではなく、市が提案 しているル■ ト

でお願いしたいと伝えること。

al了 :      :      ■            「  
―

地権者へ架電。       !
押)10月 までに撤去することと  ri :
地権者より入電。  |               ュ
押)10月 の委員会で移動系防災無線のことをF耳写くように議会事務

―
局八

連絡した。■方的に電話が切れた。

地権者から入電。. ■

!甲 )今回めことで相談したいの咽IB■人で事務所に来るように。

●l了。 一      : ―     i
地権者事務所を訪間ょ

押)市 の提案したル‐ 卜でょぃ。ただし、問扉から先の維持管理道路
|ダ傷んでいる箇所の修繕を市が負担し、伐採する木材も補償。れ

まで無償で協力してきたことを忘れてはいけない。中継局を撤去

する!費用と道を作る費用とどうちがよいかわかるだちう。

■ 副市長・局長|べ報告する。具体のことについては、後日現場を確

認 しなが,ら , をお願 い したい。

4
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押)了 。

今報告

副市長へ報告      0)
副)わ かった。理屈がたちル

「

卜になったことはょい。市が提案した
ルi卜 で連めることも

防)了き                        |

9/22(木 )13:20 地権者より入電。15130に事務所へ訪間するように。
15:39～ 中:39     ‐ 訪間 |

市X図面を見せて)ど こからどとまでを想たtて し`るか。
押)図 面参照

市)整備費用を掴みたいので見積書を取つて唇しい。当方は 300万。
甘甲)全然足りないから考え吉Lす ょぅにと見積は森林組合に依頼する。

「
    市)見積額で補正を考える。また現地確認をしたぃ。

1 押)了。9/26(月 〉10:00れ で調整。        |
→9/26,27森林組合NGのため見積書を再度依頼する。|

16:30

17:00

9/23(金)10:30

11:45

土也権者|り 入弓。事務所八訪問するょぅに。
地権者事務所を訪間。    1
押)地権者は協力している。日乍日F耳司いた300万 は全然ダメど市は拡!

1幅
する道の整備にどこまで予算があるのか。こちらは 1,0001万 く

らいあると思っている。どうか。

al防災予算常390万。平れは下の道の上限。拡幅の費用は見積書の
金額が上I艮ど個人的には見積額を補正(負担金)対応と考えているj、

1 持ち帰つて検討するも        ・

押)伐楳ずる禾材の補償も必要とよく考えること。  ガ   :
0)そ ちらも含めて承矢日してし`るj       ‐  「

キ甲)税金も考えるキうに。10%は大きい。  |
0手れからは税込てお話しすると
押)9/?6(埠 )に 現地で確

'認
しよつ! 

―     ―    :

●l了。  .
<地権者要望>    |        |       |   |
・市の支払いできる金額を示 してほしい。拡幅は 38,000円 /m位と′1本材(ケヤキ)の補償費用はt地権者に支払ってほしぃ。100:万は必要。

年努する本材に墜F「 を申榛者で付ける。
'・ 11月 には工事に入ると費用は森誉響今

八前全を30%林 うこ10材
料購入費用が必要。森林組合めI里

:事

なので心酉己しているだけ…Ь
<当方回答>

拡幅ェ事 概算額 |本当方では出せない。森林組合からディスカンウト
5
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見積をお願いしたい。
「
防災予算 300万は道の修繕にかかる負担金

とするか拡幅工事に充てるか内部で検討|す る。    「  :
・木材の補償はする。そちちもi含んで見積書をお願いする。どちらに
iお支払いするか持ち帰うて協議する。
i前金払いかおきるかどぅか(尋 ちらも持ち帰つて協議する。 |

9/26(月 )   :  「

11119 地権者より入電。dB不在:                 |
111:48 地権者へ架電。  ‐

-0)13130に
現地確認をお願ぃしたいも,| | |  :     |:.

押)了。_ ■ |   .         :  ′  イ

1 21eO 地権者:よ り入電と            |
「   押)13i30が ダメになうた。.15:30で

10)来客があるので行けないを9/2(7(火 )で ゃ願いぃたい。時 F日目|は 萌自1

押 )了 。 .   
イ

15:12 地権者よりi入 電  |
!押 )自 宅横の鑢の税金が 高い。よく考えた.が、これまでの話はな

からたことにすると11月 まで|こ どけて欲しぃ。ど1サ られなかうたら罰金を。
イ えサきまち1手 不要なお金を使つているくらいならお金はあるだろ,。 10%か

20%ま とまったお金を示せ6ど けるときはヘリコプターを使うこと。17年

| . F日弓無償|で やちてきた116i00に事務所へ来るように。 |    ―

D16ね 0は来なかあ落。      ′
1    芋甲)16:30に。

D了 1      1       !
16:49 事務西議FロロP     ―        El l         ■

地権者留守のため帰庁と

16:45,地権者べ架電ど不通。       ` ■    .:

9/27(rk)8:38 地権者
^架

電。         '
昨目訪間できな々ヽつィた.こ とのお詫びと本国の予定を確認するb

押)ど けてくれれげよい。議会終了後|と話をtょ う。
●l議会終了後に会旅室べ伺う。|       !

12:40～ +4:00 東館2F東フロワー机にて協議する     、        |ID
押)ど けて欲しい。 17年間ただで協力してき―。々市から何か提案し

!

‐てほしいき例iえ ば,お金おi8億かかるなら10%の 8千万とか。
テ

● 新たに土地使‐痛貸借契約を若償で・・
|。

孝甲)た いした金額にならないから契約はない。葛1市長⌒報告しておく

ように。もう話はしない。どけてくれたらいい。

口利市長に報告する。 |

16:OO 副市長べ内 を報告する。また、土地に聞する契約書の経過 を説明する。

-23-



al首L接お金の話をされるようになつたと

副)市長に全て話をしている。

9/28(フk)9:05 士也権者

^架

電。
.       : :!      :

押)副市長に報告したかをどう言つてしⅢたと  |  :
●l工事費を出して協議をするように心   :
キ甲)10/10ま で十三金額を出すとと。‐

●li   ―    |
1牧恒者から本声。■ 不ヽ在。伝言受領 (折り返し要望)。

地権者

^架
電。―           |   :   |

!押

'こ

れまで道路整備済なのでMAx8ooo万円Ьぞれ以上はない。
●):設計して金装を出すので協議をお願いする。凸程誦整文すると
押)了。  |                    

｀
・    ′

9/20(本 )8:30i罰市長協議 ,      |       !         |
■5i36生 呑1林組合

“

へ見横 (改修
=縮

修)依頼Ⅲ仕■iず墜|シウリ下
・
卜と

:積算に一週間必要 (〆 切 :10/7(金 ))  .

12:00

13:26

11:10

13:30

9/30(金 )10:20.

,10/3～ 10/6(本 )1森林組合田■BI見積 (己女修と補修)持参・説明。

地権者谷架竜b      i :
0)設計するための現1士也確認た山本入ると

:  |    ―

上車野中継局⌒ (道路損傷個所と改修場所の幅/呼長/勾配を確認)

議会幸寮耳dB呑謀1161戸委具会IT今議員から連峰お?の報■。

ユ 議 屠糧警登筐篇 肥 建 講 ,11,f?平 |
:I I中継‐局移設|よ 蒔商と費用がかかるため、道路己女修で対応を

● ・芋算大のため点51芋算恙対応.(新年度予箕姜求すを)| :地
権者Neの場合は持ち帰るィも!:!        |

副)了。     .   :  |

地権者谷架電    .  :       :  :
口

')本

占1,100に協議に伺いたしヽ。   ・ | |
押)中継局を移設してもらえればよい51そ れ以

iタトなら魂がこもっiを

ものじゃないと話を聞かないと市長は知つているのか。

日)菖u市長と話をしてぃる。  i  ! ―  :
押)14時 30分で。

10/7(金)15130

10/13(木 )10:36
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a)承 知 した。

14i30 地権者事務、所を訪問    ‐

0)案を持参。
a)案 を図面で作業場所と内容を説明。    i
押)い くらかかるのか。

a)金額はちょっとも

a)!金額が大きいので、新年度予算を要求し、市発注を考えている。
押)導路改良はいいから、中継局をどけて欲しい。他の案を持つて

くるなら魂がこもうた案をまず持つてくるのが大切。10月 中に
どヽかす

^ケ

ジユールを提示すること。  ヽ

0)道 i路改良案は持ち帰る。中継烏移動め1文 ケジュ_ルはlo月 中
に確認する。

10/14(金 )15:36 地権者より入電                    =
_  I 押)副市長と話をしたb報告彎たのか。これまてのことをどう考え

|   ているのかを道路改修の話をする前に、
F女

ず過去の7割支払う
た分を300万か500万かわ!か らないが、渡して語′を始めるのか
筋じゃないか。.ま ずは森林組合にその/刀` を渡じセ遣を治すと
かi● ・と金をくれと言うているのではなぃ、例えば、こちら
から譲歩案を提案しているところを、市の都合

'(道
路改修する

こと)を地権者が全ての,むのはちがう。市の方が、自分の提案
(ル_プする道蕗整備)をまずけった。そして、市は自分の禾
を切らせて道を整備ずるという。金額も言わないしどだから私

!     は図面もみなかったi中継局をどけること。今月中にどける土
程を出すこととただ|、 道は二切使わさないことになるも借地

―||1瞥零―患を彗1縄T撃宅縄

'龍

謄と豊蛯i鞘監
0):昨 日:、 道路己女修でぉ願 してしたいことをお伝えした1こ れま志土

―      地を無償でお借りしていた平とは感謝してぃる。今後はお借り
― するための費用をお東払いすることも協議の一うかと。

「   .
「  1押 )今角中に中継局l散去の不ケジ三ニルを出すこと。

10/14(金 )夕 方 0)副 市長へ面談結果を報告。   ′ :

副)地権者の意向はわかっ.た。ま:た 連絡が入るだろう。

0中 継局撤本に向けて準備を進める。

10/17(月 )18:26 地権者キリ入電。E休暇のため不在1 帰宅のため不在

キ甲) ら連絡するよ に 。

8
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10/17(月 )18:36 地権者べ架電            、          |
押)副市長に話をしておいた。中継局をどける段取りをしているな。

今月中にどけるスケジユエルを出七よ3        i
O)    など業者に確認必要なので日程調整中を中継局を撤去

できるかどうか確認後、次めステップ今と考えている。
押)今月中にムケジ■■ルを出すこと。頼んだぞ。

10/17(月 )19:10 地権者より入電  :  :
―      Ⅲ押)19/13(木光10/14(全)に歯とヽた話1呼は同じ丙蓉を話杏れた。

| どけるのに4,15か月もかかると困る|工 冒険の森に見てもらつ
/        ていて作業を進めている1ど

二度 20日 現場を見にくるといい。
|    1  中継局をどけるには大金が必要も議会の承認もいる。議会がとi      

おるかを最初に作つ々 時にタダで協力してきたも七は自分が作
|  った。その補修も二7割負担|し たとそしてタダで貸してぃる。|

: :i     iう タダで貸すことは終わ!り 。大金が出せないなら、ますこれま
:     | 

での気持ちを表きないとぃけないととを提案けている。そあ提

ノ .  案を翼けるのなら中継局め上士也を使わとてもいしヽど|と ちらはi条

i    t 理を言つて、いるわけではなぃむ出せる分を森林組合に出して作
´ 業をさせるとかいるいる。

1  :     .  ―
■   0)― これまでの無償にっいて感謝を伝える。    ,

|キ甲〉スケジュールの提出を頼んだで。      i  f l

10/20(木 )11:90と頁 議会事務局より入電 (押谷奥議員がお呼び)  | |
f  キ甲)か高市八 1′1/フ に総教で視察に行くとそあ時に輩格を植:え た写

‐  1      箕を持ちてとヽtぁ
.ね

人ヽのことを志準備す:る こと。
:ま

た1羊蘊島
1  1 -  ' について七どける!準備をすること。:         

「

―     o):ヤ 11 
｀
: i  '~   1  .′ 1     .

10/21(金 )14:00頃  地権者より入電。

押):1中 継局をどけること。今月.中 にス|ケ ジェrルを出すこと。

業者と話はしたか。

0)撤去は上庁、t本国訟して。   iま二 は未。

Iよ日程調整 準備する。

10/24(月 )1100ヒ買 地権者より入電

′1押 ).中 継局を|ど けること。スケiジ ュ‐ル提出は今月中。あと一週間
になった。月末は忙しいから今週末には持ってくること。そまた、

|

妙高市が 11時に来るよう伝 た。 代わりに昼食 ‐緒に

工 2る一



|す
―るoで誇泰毒を局

い スク弟 ■ル承:知 し
‐ :参囀 るよう線輔

進蕗から離葉蕩ゲ
｀
■ト

で。
ii l,  ●■ ,

´ ●  II以上

わ

請求書めi件態局長|

tゝ

ま長へ の しす 準備 しtよ なて 盈写真

えた 伝 る は持写慕
と k手 じ画課 るし 植 1こ 'lI) て等婚 裁場所

こと

φ駐車場八
纏穀議なあ 縫隷

園公園豊 り と湖離瑾路靭 洋湖

で の る 巻ま イじ す説瞬
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